
1第 章

産ジビエを取り巻く環境国

鳥獣被害の現状
国と自治体が本腰を入れて取り組む課題

1

ICTを用いた捕獲技術の高度化

捕獲鳥獣の利用拡大を図る対策の推進

捕獲従事者の確保および育成狩猟者の高齢化による減少
過疎化、高齢化による耕作放棄地の増加
野生鳥獣の生息域の拡大など

被害の原因 鳥獣害対策

2014年11月   ：

2016年12月   ：

今後の
目標

捕獲した鳥獣の食肉などへの利用向上を推進。
2016年度のジビエ利用量（1,283トン）を2019年度に倍増させる。

食肉利用への動きが本格化！

それでも
本格化は道半ば…

現状

239億円
農産物
被害額

2010年度 2017年度 164億円まで減少!

つまり、捕獲頭数が増加しているということ。しかし、食肉としての利用はそのうちのごく一部、
わずか8％ほどと言われています。

出典　平成31年1月 農林水産省 農村振興局 「鳥獣被害の現状と対策」
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E型肝炎ウイルス

※ E型肝炎ウイルス

ウイルス感染

腸管出血性大腸菌（O157、
O26、O111など）、サルモネラ

細菌感染

サルコシスティス、肝蛭、
トキソプラズマ、肺吸虫

寄生虫感染

ジビエに関係する病原体と感染

衛生管理の実態
捕獲頭数が増えても、ジビエの流通量が増えない理由課題

2

飲食店での取り扱いの留意点や事故

※ サルモネラ ※ サルコシスティス

外食事業者が食中毒のリスクを発生させないように、
ジビエを活用できるような体制作りも重要です。
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1第 章

処理加工施設数

部位別販売価格 (Kg単価)

処理加工にあたる人数

国産ジビエ加工処理の現状
消費者が求める「安全・安心」を担う課題

3

数字で見る野生鳥獣肉の食肉処理加工

施設

合計 514

シカ専用の処理施設 81

126

183

124

イノシシ専用の処理施設

シカ及びイノシシ専用の処理施設

シカ・イノシシ以外の野生鳥獣も取扱う処理施設

施設数
１～２人 319

180

61

30

３～５人

６～１０人

１１人以上

施設数

部位

モモ

ロース

肩

ヒレ

その他

スネ

￥3,184

￥4,080

￥3,818

￥3,203

￥2,981

￥2,220

イノシシ

￥2,053

￥3,204

￥1,792

￥2,682

￥1,423

￥1,348

シカ

年間処理頭数規模別の施設数

平成28年度実績

50頭以下/年

50頭超～100頭以下

100頭超～300頭以下

300頭超～500頭以下

500頭超～1000頭以下

1000頭超～1500頭以下

1500頭超

イノシシシカ

338

60

60

8

3

1

1

220

77

68

17

19

7

4

人数

出典 平成29年度 農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」
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家畜

衛生管理を徹底するために必要なこと

処理加工施設における厚生労働省「ガイドライン」遵守状況

家畜とジビエの違い

ジビエ

※ (  )内は遵守率(自己点検による)。

実施率の高い項目

飲用適の水を用いた食肉処理(100%)

捕獲動物の疾病確認・排除(99.3%)

ナイフや手指、被毛との接触注意(97.6%)

実施率の低い項目

金属探知機の実施(35.9%)

定期的な細菌検査の実施(36.9%)

疾病・異常排除の記録(48.2%)

※ 家庭内消費の規制は無いが、その他すべての飲食物に対しては
    規制対象。

1

2

3

1

2

3

出典 平成29年度 厚生労働省「野生鳥獣肉の衛生管理等に関する実態調査」

と畜場及び食鳥処理場で獣医師
による衛生検査を受け処理
食品衛生法において許可を取得した施設

処理

食肉の卸問屋が仕入れ、販売流通

外食事業者、小売店による販売消費

と畜場法、食鳥検査法、食品衛生法法律

生産
生産農場で適切な衛生管理の
もとで飼育

自然の中で育った鳥獣を
狩猟により捕獲生産

食品衛生法において許可を
取得した施設処理

ジビエの卸問屋は少なく、
消費者との直接取引が中心流通

外食事業者によるジビエ料理
としての提供が中心消費

食品衛生法法律
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